
,825 3,827 △3,825 7,652

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

令和 2年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
4. 衛生費 9. 産婦健康診査事業

1. 保健衛生費

2. 保健衛生費 健康増進課

（佐倉市）　　

第１章
思いやりと希望にみちたまちづくり 23,277

平成28年度 0

臨時 補助 計画 0 0 6,770 基本施策３
子育て支援の充実 平成29年度 0

平成30年度 7,736

施策１
妊娠・出産・育児の各期に応じた健康保持に必要な 平成31年度 7,772

支援を行います 令和 2年度 7,769

国庫支出金 その他

3,825 0 3,825 △3,825

3,712 7,539 3,712 0 3,827

・産婦健康診査の費用助成を行い、支援が必要な産婦に 産後うつ（抑うつ状態をはじめとする産後の精神的障害 産婦健康診査の費用を助成することにより、支援が必要

適切な支援を実施します。 ）の予防や新生児への虐待防止等を図る観点から、産後２週間、産後１ な産婦を早期に発見し、適切な支援に結び付けることができます。

か月など出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（産後の母体の回

復や産婦の精神状態等の診察）の重要性が指摘されています。このため

、産婦健康診査の費用を助成することにより、産後の初期段階における

母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目

ない支援体制を整備します。

10 114 34 80

12 7,275 7,500 △225

19 150 150 0

15 02 03 01 02 00 母子保健衛生費補助金 3,825 3,712 3,825 △113

差引一般財源 △3


